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⑤ 療養介護、短期入所、宿泊型自立訓練及び施設入所支援におけ

る定員超過利用減算の具体的取扱い 

（一） （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二） （略） 

 

・ 就労継続支援Ｂ型 

→ 10人×22日×３月＝660 人 

660人×125％＝825人（利用定員を超える受入可能

人数→825人－660人＝165 人） 

サービスごとに次の人数を超える場合に減算となる。 

・ 生活介護 → 1,650人 

・ 自立訓練（生活訓練） → 825人 

・ 就労継続支援Ｂ型 → 825 人 

⑤ 療養介護、短期入所、宿泊型自立訓練及び施設入所支援におけ

る定員超過利用減算の具体的取扱い 

（一） １日当たりの利用実績による定員超過利用減算の取扱い 

ア 利用定員 50 人以下の指定障害福祉サービス事業所等の場

合 

１日の利用者の数が、利用定員に 100分の 110を乗じて得

た数を超える場合に、当該１日について利用者全員につき減

算を行うものとする。 

イ 利用定員 51 人以上の指定障害福祉サービス事業所等の場

合 

１日の利用者の数が、利用定員から 50 を差し引いた数に

100分の 105を乗じて得た数に、55を加えて得た数を超える

場合に、当該１日について利用者全員につき減算を行うもの

とする。 

（二） 過去３月間の利用実績による定員超過利用減算の取扱い 

直近の過去３月間の利用者の延べ数が、利用定員に開所日数
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（三） 短期入所において定員超過特例加算を算定する場合の定員

超過利用減算及び大規模減算の取扱い 

短期入所において定員超過特例加算を算定している期間に

ついては、定員超過利用減算及び大規模減算は適用しない。 

⑥ 利用者数の算定に当たっての留意事項 

（略） 

 

 

 

（一） （略） 

 

 

 

 

（二） 「地域生活への移行が困難になった障害者及び離職した障害

を乗じて得た数に 100 分の 105 を乗じて得た数を超える場合

に、当該１月間について利用者全員につき減算を行うものとす

る。 

（例） 利用定員 50人の施設の場合 

（50 人×31 日）＋（50 人×30 日）＋（50 人×31 日）＝ 

4,600人 

4,600人×105％＝4,830人（受入れ可能延べ利用者数） 

※ ３月間の総延べ利用者数が 4,830 人を超える場合に減算

となる。 

（新設） 

 

 

 

⑥ 利用者数の算定に当たっての留意事項 

④及び⑤における利用者の数の算定に当たっては、次の（一）から

（四）までに該当する利用者を除くことができるものとする。 

また、計算の過程において、小数点以下の端数が生じる場合に

ついては、小数点以下を切り上げるものとする。 

（一） 身体障害者福祉法（昭和 24年法律第 283号）第 18条第１項

若しくは第２項、知的障害者福祉法（昭和 35年法律第 37号）

第 15条の４若しくは第 16条第１項第２号又は児童福祉法（昭

和 22年法律第 164号）第 21条の６の規定により市町村が行っ

た措置に係る利用者を受け入れる場合 

（二） 「地域生活への移行が困難になった障害者及び離職した障害
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者の入所施設等への受入について」（平成 18 年４月３日付け

障障発第 0403004号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障

害福祉課長通知）により定員の枠外として取り扱われる入所者 

（三） （略） 

 

（四） （略） 

 

⑦ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

（８） 人員欠如に該当する場合の所定単位数の算定について 

① 対象となる障害福祉サービス 

療養介護、生活介護、短期入所、自立訓練（機能訓練）、自立訓

練（生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援Ａ型、就労継続支援

Ｂ型（基準該当就労継続支援Ｂ型を含む。）、就労定着支援、自立

生活援助、共同生活援助 

② 算定される単位数  

（一） 生活支援員、看護職員、理学療法士、作業療法士、地域移行

支援員、職業指導員、就労支援員、就労定着支援員及び世話人

者の入所施設等への受入について」（平成 18 年４月３日付け

障障発第 0403004号）により定員の枠外として取り扱われる入

所者 

（三） 災害等やむを得ない理由により定員の枠外として取り扱わ

れる入所者 

（四） ３の(５)の①の(三)に規定する一時的にアセスメントを受ける

場合の就労移行支援の利用者 

⑦ 都道府県知事は減算の対象となる定員超過利用が行われている

指定障害福祉サービス事業所等に対しては、その解消を行うよう

指導すること。当該指導に従わず、当該定員超過利用が継続する

場合には、特別な事情がある場合を除き、指定の取消しを検討す

るものとする。 

なお、指定障害福祉サービス事業所等は、減算の対象とはなら

ない定員超過利用の場合であっても、利用者処遇等について十分

配慮すること。 

（８） 人員欠如に該当する場合の所定単位数の算定について 

① 対象となる障害福祉サービス 

療養介護、生活介護、短期入所、自立訓練（機能訓練）、自立訓

練（生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援Ａ型、就労継続支援

Ｂ型（基準該当就労継続支援Ｂ型を含む。）、共同生活援助 

 

② 算定される単位数  

所定単位数の 100分の 70とする。なお、当該所定単位数は、各

種加算がなされる前の単位数とし、各種加算を含めた単位数の合
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の欠如について 

ア 減算が適用される月から３月未満の月については、所定単

位数の 100分の 70とする。 

イ 減算が適用される月から連続して３月以上の月について

は、所定単位数の 100分の 50とする。 

（二） （一）以外の人員欠如について 

ア 減算が適用される月から５月未満の月については、所定単

位数の 100分の 70とする。 

イ 減算が適用される月から連続して５月以上の月について

は、所定単位数の 100分の 50とする。 

※ （一）及び（二）の当該所定単位数は、各種加算がなされる前の単

位数とし、各種加算を含めた単位数の合計数について減算する

ものではないことに留意すること。 

③ （略） 

 

 

 

 

 

 

④ 人員欠如減算の具体的取扱い 

（一） 指定基準の規定により配置すべき生活支援員、看護職員、理

学療法士、作業療法士、地域移行支援員、職業指導員、就労支

援員、就労定着支援員及び世話人については、人員基準上必要

計数の 100分の 70となるものではないことに留意すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 指定障害福祉サービス事業所等における従業者の員数が、指定

障害福祉サービス基準又は指定障害者支援施設基準の規定により

配置すべき員数を下回っているいわゆる人員欠如については、報

酬告示及び第 550 号告示の規定に基づき、介護給付費等を減額す

ることとしているところであるが、これは、適正なサービスの提

供を確保するための規定であり、指定障害福祉サービス事業所等

は、人員欠如の未然防止を図るよう努めるものとする。 

④ 人員欠如減算の具体的取扱い 

（一） 指定基準の規定により配置すべき生活支援員、看護職員、理

学療法士、作業療法士、地域移行支援員、職業指導員、就労支

援員及び世話人については、人員基準上必要とされる員数から
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とされる員数から１割を超えて減少した場合には、その翌月か

ら人員欠如が解消されるに至った月まで、利用者の全員（複数

のサービス提供単位が設置されている場合にあっては、人員欠

如に該当するサービス提供単位の利用者の全員。（三）、（㈣）及び（五）

において同じ。）について減算される。 

また、人員基準上必要とされる員数から１割の範囲内で減少

した場合には、その翌々月から人員欠如が解消されるに至った

月まで、利用者の全員について減算される（ただし、翌月の末

日において人員基準を満たすに至っている場合を除く）。 

（二） 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所（指定障害福祉

サービス基準第 213 条の４第１項に規定する日中サービス支援

型指定共同生活援助事業所をいう。以下同じ。）における、夜

間及び深夜の時間帯に勤務を行う世話人又は生活支援員につい

ては、ある月（暦月）において次のいずれかの事態が発生した

場合に、その翌月から人員欠如が解消されるに至った月まで、

利用者の全員について減算される。 

ア 指定障害福祉サービス基準第 213条の４第２項に定める員

数に満たない事態が２日以上連続して発生した場合 

イ 指定障害福祉サービス基準第 213条の４第２項に定める員

数に満たない事態が４日以上発生した場合 

（三） （一）及び（二）以外の人員欠如については、その翌々月から人員

欠如が解消されるに至った月まで、利用者の全員について減算

される（ただし、翌月の末日において人員基準を満たすに至っ

ている場合を除く。）。 

１割を超えて減少した場合には、その翌月から人員欠如が解消

されるに至った月まで、利用者の全員（複数のサービス提供単

位が設置されている場合にあっては、人員欠如に該当するサー

ビス提供単位の利用者の全員。（二）、（三）及び（四）において同じ。）

について減算される。 

また、人員基準上必要とされる員数から１割の範囲内で減少

した場合には、その翌々月から人員欠如が解消されるに至った

月まで、利用者の全員について減算される（ただし、翌月の末

日において人員基準を満たすに至っている場合を除く）。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二） （一）以外の人員欠如については、その翌々月から人員欠如が

解消されるに至った月まで、利用者の全員について減算される

（ただし、翌月の末日において人員基準を満たすに至っている

場合を除く。）。 
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（㈣）（略） 

 

 

 

（五）（略） 

 

 

 

 

⑤ （略） 

 

 

 

 

⑥ 共生型障害福祉サービスについては、人員欠如による減算は行

わない。 

⑦ 都道府県知事は、著しい人員欠如が継続する場合には、従業者

の増員、利用定員等の見直し、事業の休止等を指導すること。当

該指導に従わない場合には、特別な事情がある場合を除き、指定

の取消しを検討するものとする。 

（９） （略） 

 

 

 

（三） 常勤又は専従など、従業者の員数以外の要件を満たしていな

い場合には、その翌々月から人員欠如が解消されるに至った月

まで、利用者の全員について減算される（ただし、翌月の末日

において人員基準を満たすに至っている場合を除く）。 

（四） 多機能型事業所等であって、複数の障害福祉サービス又は昼

間実施サービスの利用者の数の合計数に基づき、配置すべきサ

ービス管理責任者の員数等を満たしていない場合には、当該複

数の障害福祉サービス又は昼間実施サービスの利用者全員につ

いて減算される。 

⑤ 人員基準については、指定障害福祉サービス基準又は指定障害

者支援施設基準に規定する人員基準を満たさない場合にはじめて

人員欠如となるものであり、指定障害福祉サービス基準又は指定

障害者支援施設基準に規定する人員基準に対応する所定単位数を

基にして減算を行うものであること。 

（新設） 

 

⑥ 都道府県知事は、著しい人員欠如が継続する場合には、従業者

の増員、利用定員等の見直し、事業の休止等を指導すること。当

該指導に従わない場合には、特別な事情がある場合を除き、指定

の取消しを検討するものとする。 

（９） 夜勤職員欠如に該当する場合の所定単位数の算定について 

① 対象となる障害福祉サービス 

施設入所支援 

② 算定される単位数 
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所定単位数の 100分の 95とする。なお、当該所定単位数は、各

種加算がなされる前の単位数とし、各種加算を含めた単位数の合

計数の 100分の 95となるものではないことに留意すること。 

③ 指定障害者支援施設等における夜勤を行う生活支援員の員数が

指定障害者支援施設基準の規定により配置すべき員数を下回って

いる場合については、報酬告示及び第 550号告示の規定に基づき、

介護給付費を減額することとしているところであるが、これは、

夜間の安全の確保及び利用者のニーズに対応し、適正なサービス

の提供を確保するための規定であり、指定障害者支援施設等は、

夜勤を行う生活支援員の員数不足の未然防止を図るよう努めるも

のとする。 

④ 夜勤職員欠如減算の具体的取扱い 

夜勤を行う生活支援員の員数が指定障害者支援施設基準の規定

に満たない場合の減算については、ある月（暦月）において次の

いずれかの事態が発生した場合に、その翌月において利用者の全

員（複数のサービス提供単位が設置されている場合にあっては、

当該サービス提供単位の利用者の全員）について、所定単位数が

減算されることとする。 

（一） 夜勤時間帯（午後 10 時から翌日の午前５時までの時間を含

めた連続する 16 時間をいい、原則として、指定障害者支援施

設等ごとに設定するものとする。）において夜勤を行う生活支

援員の員数が指定障害者支援施設基準に定める員数に満たな

い事態が２日以上連続して発生した場合 

（二） 夜勤時間帯において夜勤を行う生活支援員の員数が指定障
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（１０） 個別支援計画の作成に係る業務が適切に行われていない場合の所

定単位数の算定について 

① 対象となる障害福祉サービス 

療養介護、生活介護、施設入所支援、自立訓練（機能訓練）、自

立訓練（生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援Ａ型、就労継続

支援Ｂ型（基準該当就労継続支援Ｂ型を含む。）、就労定着支援、自

立生活援助、共同生活援助 

② 算定される単位数 

（一） 減算が適用される月から３月未満の月については、所定単位

数の 100分の 70とする。 

（二） 減算が適用される月から連続して３月以上の月については、

所定単位数の 100分の 50とする。 

※ （一）及び（二）当該所定単位数は、各種加算がなされる前の単位数

とし、各種加算を含めた単位数の合計数について減算するもので

はないことに留意すること。 

③ （略） 

 

害者支援施設基準に定める員数に満たない事態が４日以上発

生した場合 

⑤ 減算を行うに当たっては、（10）の⑤と同様に行うものであるこ

と。 

⑥ 都道府県知事は、夜勤を行う生活支援員の不足状態が続く場合

には、夜勤を行う生活支援員の確保を指導し、当該指導に従わな

い場合には、指定の取消しを検討すること。 

（１０） 個別支援計画の作成に係る業務が適切に行われていない場合の所

定単位数の算定について 

① 対象となる障害福祉サービス 

療養介護、生活介護、施設入所支援、自立訓練（機能訓練）、自

立訓練（生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援Ａ型、就労継続

支援Ｂ型（基準該当就労継続支援Ｂ型を含む。）、共同生活援助 

  

② 算定される単位数 

所定単位数の 100分の 95とする。なお、当該所定単位数は、各

種加算がなされる前の単位数とし、各種加算を含めた単位数の合計

数の 100分の 95となるものではないことに留意すること。 

 

 

 

 

③ 個別支援計画未作成減算については、指定障害福祉サービス基準

又は指定障害者支援施設基準の規定に基づき、個別支援計画の作成
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④ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ （略） 

 

 

（１１） 平均利用期間が標準利用期間を超える指定障害福祉サービス事業

所等における所定単位数の算定について 

① 対象となる障害福祉サービス 

自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）（宿泊型自立訓練

を除く。）、就労移行支援、自立生活援助 

② （略） 

が適切に行われていない場合に、報酬告示の規定に基づき、介護給

付費等を減額することとしているところであるが、これは個別支援

計画に基づく適正なサービスの提供を確保するためのものであり、

指定障害福祉サービス事業者等は、指定障害福祉サービス基準又は

指定障害者支援施設基準の個別支援計画に係る規定を遵守しなけ

ればならないものとする。 

④ 個別支援計画未作成等減算の具体的取扱い 

具体的には、次のいずれかに該当する月から当該状態が解消され

るに至った月の前月まで、次のいずれかに該当する利用者につき減

算するものであること。 

（一） サービス管理責任者による指揮の下、個別支援計画が作成さ

れていないこと。 

（二） 指定障害福祉サービス基準又は指定障害者支援施設基準に規

定する個別支援計画の作成に係る一連の業務が適切に行われて

いないこと。 

⑤ 都道府県知事は、当該規定を遵守するよう、指導すること。当該

指導に従わない場合には、特別な事情がある場合を除き、指定の取

消しを検討するものとする。 

（１１） 平均利用期間が標準利用期間を超える指定障害福祉サービス事業

所等における所定単位数の算定について 

① 対象となる障害福祉サービス 

自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）（宿泊型自立訓練

を除く。）、就労移行支援 

② 算定される単位数 



 

26 

 

改 正 後 現  行 

 

 

 

③ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 標準利用期間超過減算の具体的取扱い 

（一） （略） 

 

 

 

 

 

 

 

ア （略） 

イ （略） 

ウ 就労移行支援 30 月間（規則第６条の８ただし書きの規

所定単位数の 100分の 95とする。なお、当該所定単位数は、各

種加算がなされる前の単位数とし、各種加算を含めた単位数の合計

数の 100分の 95となるものではないことに留意すること。 

③ 標準利用期間超過減算については、指定障害福祉サービス事業所

等ごとの利用者の平均利用期間が標準利用期間に６月を加えた期

間を超える場合に、報酬告示の規定に基づき、訓練等給付を減額す

ることとしているところであるが、これはサービスが効果的かつ効

率的に行われるよう、標準利用期間を設定したことについて実効性

をもたせるものである。このため、平均利用期間が標準利用期間を

超過することのみをもって、直ちに指定の取消しの対象となるもの

ではないが、都道府県知事は、こうした趣旨を踏まえ、適切な指導

を行うこと。 

④ 標準利用期間超過減算の具体的取扱い 

（一） 指定障害福祉サービス事業所等が提供する各サービスの利

用者（サービスの利用開始から１年を超過していない者を除

く。）ごとの利用期間の平均値が標準利用期間に６月間を加え

て得た期間を超えている１月間について、指定障害福祉サービ

ス事業所等における当該サービスの利用者全員につき、減算す

るものとする。 

なお、「標準利用期間に６月間を加えて得た期間」とは具体

的に次のとおりであること。 

ア 自立訓練（機能訓練） 24月間 

イ 自立訓練（生活訓練） 30月間 

ウ 就労移行支援 30 月間（障害者の日常生活及び社会生活
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定の適用を受ける場合にあっては、42月間又は 66月間とす

る。） 

 

 

エ 自立生活援助 18月間 

（二） （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１2） 身体拘束等にかかる記録が未作成の場合の所定単位数の算定につ

いて 

① 対象となる障害福祉サービス 

療養介護、生活介護、短期入所、施設入所支援、自立訓練（機能

を総合的に支援するための法律施行規則（平成 18 年厚生労

働省令第 19 号。以下「規則」という。）第６条の８ただし

書きの規定の適用を受ける場合にあっては、42 月間又は 66

月間とする。） 

（新設） 

（二） 利用者ごとの利用期間については、次のとおり算定するもの

とする。 

ア 当該利用者のサービス利用開始日から各月の末日までの

間の月数を算出するものとする。この場合において、サービ

ス利用開始日が月の初日の場合にあってはサービス利用開

始日の属する月を含み、月の２日目以降の場合にあっては当

該月を含まず、翌月以降から起算するものとする。 

イ 規則第６条の６第１号括弧書きの規定により、標準利用期

間が 36 月間とされる自立訓練（機能訓練）の利用者につい

ては、アにより算定した期間を 1.75 で除して得た期間とす

る。 

ウ 規則第６条の６第２号括弧書きの規定により、標準利用期

間が 36 月間とされる自立訓練（生活訓練）の利用者につい

ては、アにより算定した期間を 1.4 で除して得た期間とす

る。 

（新設） 
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訓練）、自立訓練（生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援Ａ型、

就労継続支援Ｂ型（基準該当就労継続支援Ｂ型を含む。）、共同生活

援助 

② 算定される単位数 

１日につき５単位を所定単位数から減算する。 

③ 当該減算については、施設等において身体拘束等が行われていた

場合ではなく、指定障害福祉サービス基準又は指定障害者支援施設

基準の規定に基づき求められる記録が行われていない場合に、入所

者全員について所定単位数から減算することとなる。具体的には、

記録を行っていない事実が生じた場合、速やかに改善計画を都道府

県知事に提出した後、事実が生じた月から３月後に改善計画に基づ

く改善状況を都道府県知事に報告することとし、事実が生じた月の

翌月から改善が認められた月までの間について、入所者全員につい

て所定単位数から減算することとする。なお、これは、適正なサー

ビスの提供を確保するための規定であり、指定障害福祉サービス事

業所等は、身体拘束等の廃止を図るよう努めるものとする。 

④ 都道府県知事は、当該記録の未作成が継続する場合には、記録の

作成を行うよう指導すること。当該指導に従わない場合には、特別

な事情がある場合を除き、指定の取消しを検討するものとする。 

（１3） 複数の減算事由に該当する場合の取扱いについて 

複数の減算事由に該当する場合の報酬の算定については、原則と

して、それぞれの減算割合を乗ずることとなるが、定員超過利用と

人員欠如の双方の事由に該当する場合については、減算となる単位

数が大きい方についてのみ減算する。減算となる単位数が同じ場合

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１２） 複数の減算事由に該当する場合の取扱い 

複数の減算事由に該当する場合の報酬の算定については、原則と

して、それぞれの減算割合を乗ずることとなるが、定員超過利用と

人員欠如の双方の事由に該当する場合については、いずれか一方の

事由のみに着目して、減算を行うこと（所定単位数の 100分の 70×
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は、いずれか一方の事由のみに着目して、減算を行うこと。なお、

減算を適用するにあたっては、その事業所の運営実態を踏まえて判

断されたい。 

（例 1） 定員超過利用減算について所定単位数の 100分の 70に、人員

欠如減算について所定単位数の 100分の 50に該当する場合 

→ 所定単位数の 100分の 50の報酬を算定 

（例 2） 定員超過利用減算について所定単位数の 100分の 70に、人員

欠如減算について所定単位数の 100分の 70に該当する場合 

→ 所定単位数の 100分の 70の報酬を算定 

なお、都道府県知事は、複数の減算事由に該当する場合には、重

点的な指導を行うとともに、当該指導に従わない場合には、指定の

取消しを検討しなければならないものとする。 

 

２．介護給付費 

（１） 居宅介護サービス費 

① （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

100分の 70＝所定単位数の 100分の 49の報酬を算定するものではな

いこと）。 

なお、都道府県知事は、複数の減算事由に該当する場合には、重

点的な指導を行うとともに、当該指導に従わない場合には、指定の

取消しを検討しなければならないものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．介護給付費 

（１） 居宅介護サービス費 

① 居宅介護サービス費の算定について 

居宅介護の提供に当たっては、指定障害福祉サービス基準に定

める具体的なサービスの内容を記載した居宅介護計画に基づいて

行われる必要がある。なお、居宅介護については、派遣される従

業者の種別により所定単位数が異なる場合があることから、居宅

介護計画におけるサービス内容の記載に当たっては、派遣される

従業者の種別についても記載すること。 

事業者は、当該居宅介護計画を作成するに当たって、支給量が

30分を単位（家事援助においては、最初の 30分以降は 15分を単
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② （略） 

 

 

 

③ 居宅介護の所要時間について 

（一） （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

位とする。）として決定されることを踏まえ、決定された時間数

が有効に活用されるよう、利用者の希望等を踏まえることが必要

である。 

また、指定居宅介護等を行った場合には、実際に要した時間に

より算定されるのではなく、当該居宅介護計画に基づいて行われ

るべき指定居宅介護等に要する時間に基づき算定されることに留

意する必要がある。 

なお、当初の居宅介護計画で定めたサービス提供内容や提供時

間が、実際のサービス提供と合致しない場合には、速やかに居宅

介護計画の見直し、変更を行うことが必要であること。 

② 基準単価の適用について 

居宅介護計画上のサービス提供時間と実際のサービス提供時間

に大幅な乖離があり、かつ、これが継続する場合は、当然に居宅

介護計画の見直しを行う必要があること。 

③ 居宅介護の所要時間 

（一） 居宅介護の報酬単価については、短時間に集中して支援を行

うという業務形態を踏まえて、所要時間 30 分未満の「居宅に

おける身体介護が中心である場合」（以下「身体介護中心型」

という。）など短時間サービスが高い単価設定になっているが、

これは、１日に短時間の訪問を複数回行うことにより、居宅に

おける介護サービスの提供体制を強化するために設定されて

いるものであり、利用者の生活パターンに合わせて居宅介護を

行うためのものである。したがって、単に１回の居宅介護を複

数回に区分して行うことは適切ではなく、１日に居宅介護を複
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（二） （略） 

 

 

（三） （略） 

 

 

 

 

④ 「家事援助中心型」の単位を算定する場合について 

（略） 

 

 

数回算定する場合にあっては、概ね２時間以上の間隔を空けな

ければならないものとする。別のサービス類型を使う場合は、

間隔が２時間未満の場合もあり得るが、身体介護中心型を 30

分、連続して「家事援助が中心である場合」（以下「家事援助

中心型」という。）を 30 分、さらに連続して身体介護中心型

を算定するなど、別のサービス類型を組み合わせることにより

高い単価を複数回算定することは、単価設定の趣旨とは異なる

不適切な運用であり、この場合、前後の身体介護を１回として

算定する。なお、身体の状況等により、短時間の間隔で短時間

の滞在により複数回の訪問を行わなければならない場合や、別

の事業者の提供する居宅介護との間隔が２時間未満である場

合はこの限りではない。 

（二） １人の利用者に対して複数の居宅介護従業者が交代して居

宅介護を行った場合も、１回の居宅介護としてその合計の所要

時間に応じた所定単位数を算定する。 

（三） 「所要時間 30 分未満の場合」で算定する場合の所要時間は

20 分程度以上とする。ただし、夜間、深夜及び早朝の時間帯

に提供する指定居宅介護等にあってはこの限りでない。所要時

間とは、実際に居宅介護を行った時間をいうものであり、居宅

介護のための準備に要した時間等は含まない。 

④ 「家事援助中心型」の単位を算定する場合 

「家事援助中心型」の単位を算定することができる場合として、

「利用者が一人暮らしであるか又は家族等が障害、疾病等のため、

利用者や家族等が家事を行うことが困難な場合」とされたが、こ
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⑤ 「通院等介助（身体介護を伴う場合）が中心である場合」（以

下「通院等介助（身体介護を伴う場合）」という。）又は「通院

等介助（身体介護を伴わない場合）が中心である場合」（以下「通

院等介助（身体介護を伴わない場合）」という。）（以下「通院

等介助」と総称する。）の単位を算定する場合について 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 「通院等乗降介助」の単位を算定する場合について 

れは、家族等の障害、疾病のほか、障害、疾病がない場合であっ

ても、同様のやむを得ない事情により、家事が困難な場合を含む

ものであること。 

⑤ 「通院等介助（身体介護を伴う場合）が中心である場合」（以

下「通院等介助（身体介護を伴う場合）」という。）又は「通院

等介助（身体介護を伴わない場合）が中心である場合」（以下「通

院等介助（身体介護を伴わない場合）」という。）（以下「通院

等介助」と総称する。）の単位を算定する場合 

利用目的について、「通院等又は官公署（国、都道府県及び市

町村の機関、外国公館（外国の大使館、公使館、領事館その他こ

れに準ずる施設をいう。）並びに指定地域移行支援事業所、指定

地域定着支援事業所、指定特定相談支援事業所及び指定障害児相

談支援事業所）への移動（公的手続又は障害福祉サービスの利用

に係る相談のために利用する場合に限る。以下単に「通院等」と

いう。）のため」とは、病院への通院等を行う場合、公的手続又

は障害福祉サービスの利用に係る相談のために官公署に訪れる場

合、指定地域移行支援事業所、指定地域定着支援事業所、指定特

定相談支援事業所又は指定障害児相談支援事業所を訪れる場合を

いうものであるが、相談の結果、見学のために紹介された指定障

害福祉サービス事業所を訪れる場合を含むものとする。なお、「通

院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合」（以下「通

院等乗降介助」という。）としての通院等の介助と同じものであ

る。 

⑥ 「通院等乗降介助」の単位を算定する場合  
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（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（一） 指定居宅介護事業所等が「通院等乗降介助」を行う場合には、

当該所定単位数を算定することとし、身体介護中心型、通院等

介助の所定単位数は算定できない。当該所定単位数を算定する

に当たっては、道路運送法（昭和 26 年法律第 183 号）等他の

法令等に抵触しないよう留意すること。なお、移送行為そのも

の、すなわち運転時間中は当該所定単位数の算定対象ではな

く、移送に係る経費（運賃）は評価しない。 

（二） 当該所定単位数を算定することができる場合、片道につき所

定単位数を算定する。よって、乗車と降車のそれぞれについて

区分して算定することはできない。 

（三） 複数の利用者に「通院等乗降介助」を行った場合であって、

乗降時に１人の利用者に対して１対１で行う場合には、それぞ

れ算定できる。なお、効率的なサービスの観点から移送時間を

極小化すること。 

（四） サービス行為について、「自らの運転する車両への乗車又は

降車の介助」、「乗車前若しくは降車後の屋内外における移動

等の介助」及び「通院先での受診等の手続、移動等の介助」と

は、それぞれ具体的に介助する行為を要することとする。例え

ば、利用者の日常生活動作能力などの向上のために、移動時、

転倒しないように側について歩き、介護は必要時だけで、事故

がないように常に見守る場合は算定対象となるが、乗降時に車

両内から見守るのみでは算定対象とならない。 

また、「自らの運転する車両への乗車又は降車の介助」に加

えて、「乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助」



 

34 

 

改 正 後 現  行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 「通院等乗降介助」と「通院等介助（身体介護を伴う場合）」

の区分について 

（略） 

を行うか、又は、「通院先での受診等の手続、移動等の介助」

を行う場合に算定対象となるものであり、これらの移動等の介

助又は受診等の手続を行わない場合には算定対象とならない。 

（五） 「通院等乗降介助」は、「自らの運転する車両への乗車又は

降車の介助」、「乗車前若しくは降車後の屋内外における移動

等の介助」及び「通院先での受診等の手続、移動等の介助」を

一連のサービス行為として含むものであり、それぞれの行為に

よって細かく区分し、「通院等乗降介助」又は「通院等介助」

として算定できない。例えば、通院等に伴いこれに関連して行

われる、居室内での「声かけ・説明」・「病院等に行くための

準備」や通院先等での「院内の移動等の介助」は、「通院等乗

降介助」に含まれるものであり、別に「通院等介助」として算

定できない。 

なお、同一の事業所において、１人の利用者に対して複数の

居宅介護従業者が交代して「通院等乗降介助」を行った場合も、

１回の「通院等乗降介助」として算定し、居宅介護従業者ごと

に細かく区分して算定できない。 

（六） 「通院等乗降介助」を算定するに当たっては、適切なアセス

メントを通じて、生活全般の解決すべき課題に対応した様々な

サービス内容の一つとして、総合的な援助の一環としてあらか

じめ居宅介護計画に位置付けられている必要がある。 

⑦ 「通院等乗降介助」と「通院等介助（身体介護を伴う場合）」

の区分 

「通院等乗降介助」を行うことの前後に連続して相当の所要時


